
「文化芸術推進基本計画(第１期)の策定について(中間報告)(案)」の概要

○ 新・文化芸術基本法第７条に基づく初めての文化芸術推進基本計画。今後の文化芸術政策の目指すべき姿や今後５年間（2018～2022
年度）の文化芸術政策の基本的な方向性について、現時点の文化審議会における検討状況をとりまとめたもの。

○ 文化芸術の本質的価値に加え、文化芸術が有する社会的・経済的価値を明確化。文化芸術立国の実現に向けて、文化芸術により生
み出される様々な価値を、文化芸術の更なる継承・発展・創造に活用し好循環。

○ 関係府省庁の文化芸術関連施策について新・文化芸術基本法第36条に基づく「文化芸術推進会議」（関係府省庁の局長級会議）での
連絡調整を経て盛り込み。文化ＧＤＰ等の評価指標に基づく評価検証サイクルを確立し、毎年度計画をフォローアップ。

○ 文化審議会ではこれまで総会、文化政策部会、基本計画WGを計12回、分野別分科会・WGを計14回開催。文化芸術関係者を委員に迎
え、文化芸術団体からのヒアリングを実施するなど、現場の意見を幅広くくみ取って審議。今年度中を目途に策定（閣議決定）の予定。

本報告の位置付け・ポイント

（１）文化芸術の価値
（本質的価値）
・豊かな人間性を涵養、創造力・感性を育成
・文化的な伝統を尊重する心を育成

（社会的・経済的価値）
・他者と共感し合う心、人間相互の理解を促進
・質の高い経済活動を実現
・人間尊重の価値観、人類の真の発展に貢献
・文化の多様性を維持、世界平和の礎

（２）文化芸術を取り巻く状況変化
・新・文化芸術基本法の成立
・少子高齢化・グローバル化・情報通信技術の
急速な進展等社会状況の変化

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競
技大会の開催

Ⅰ文化芸術政策を取り巻く状況等 Ⅱ今後の文化芸術政策の目指すべき姿

目標１ 創造的で活力ある社会
文化芸術に効果的な投資が行われ，イノベーションが生まれるとともに，文化
芸術の国際交流・発信を通じて国家ブランド形成に貢献し，活力ある社会が形
成されている。

目標２ 心豊かで多様性のある社会
あらゆる人々が文化芸術を通して社会に参画し相互理解が広がり，多様な価値
観が尊重され，心豊かな社会が形成されている。

目標３ 文化芸術の創造・発展・継承と教育
文化芸術の創造・発展，次世代への継承が確実に行われ，全ての人々に充実し
た文化芸術教育と文化芸術活動の参加機会が提供されている。

目標４ 地域の文化芸術を推進するプラットフォーム
地域の文化芸術を推進するためのプラットフォームが全国各地で形成され，多
様な人材や文化芸術団体・諸機関が連携・協働し,持続可能で回復力のある地
域文化コミュニティが形成されている。

文化芸術は，それ自体が固有の意義と価値を有し，心豊かな活力ある社会の形成にとって極
めて重要な意義を持ち続けるという文化芸術基本法の精神を前提とし、以下のように定める。

文化芸術立国の実現を
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著作権

Ⅴ評価・検証サイクルの確立 Ⅵ今後の文化芸術政策を総合的に推進するための文化庁の機能強化等

文化芸術に対する
効果的な投資と

イノベーションの実現

文化芸術に対する
効果的な投資と

イノベーションの実現

国際文化交流・協力の推進と文化芸術
を通じた相互理解・国家ブランディン

グへの貢献

国際文化交流・協力の推進と文化芸術
を通じた相互理解・国家ブランディン

グへの貢献

多様な価値観の形成と包摂的環境の
推進による

社会的価値の醸成

多様な価値観の形成と包摂的環境の
推進による

社会的価値の醸成

地域の連携・協働を推進する
プラットフォームの形成

地域の連携・協働を推進する
プラットフォームの形成

多様で高い能力を
有する専門的人材の

確保・育成

多様で高い能力を
有する専門的人材の

確保・育成

Ⅲ・Ⅳ 今後５年間の文化芸術政策の基本的な方向性
（2018～2022年度）

• クールジャパン戦略（内閣府）
• 放送コンテンツ等の海外展開（総務省，外務省）
• 外務省・国際交流基金の文化・日本語事業（外務省）
• 児童福祉文化財（厚労省）
• 障害者芸術文化活動（厚労省）
• 和食文化の国内外への発信、国産花きや茶の需要拡大、鯨類に関
する文化の情報発信（農水省）

本質的価値

• 日本商品・サービスの海外需要開拓、伝統的工芸品、
コンテンツ産業（経産省）

• 歴史・文化を活かしたまちづくり、海外日本庭園の再生（国交省）
• 訪日プロモーション、文化観光資源の活用、多言語化解説整備支援
（観光庁）

• 国立公園の情報発信（環境省）
• 国際的な文化発信拠点、地域の文化クラスター（文化庁）

等

戦略６戦略５

戦略3 戦略2 戦略4

文化芸術の
創造・発展・継承と

豊かな文化芸術教育の充実

文化芸術の
創造・発展・継承と

豊かな文化芸術教育の充実

社会的・経済的価値

戦略1

今後の予定 今後は、年内に文化審議会において中間報告をとりまとめた後、パブリックコメントを実施し、年度内に答申をとりまとめる予定。

・文化庁の機能強化（政策機能強化、博物館・芸術教育関係事務の文科
本省からの移管等）を通じて、2018年度中に「新・文化庁」を実現。

・毎年度、文化ＧＤＰなど36の評価指標に基づき計画の
進捗状況をフォローアップ。2020年度中に中間評価。

今後5年間に推進すべき
170の基本的な施策を記載

芸術

文化財

国語・日本語
メディア芸術

芸能

暮らしの文化

伝統芸能
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